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令和元年５月３１日

陸 上 幕 僚 長

海 上 幕 僚 長 殿

航 空 幕 僚 長

事 務 次 官

予備自衛官及び即応予備自衛官の永年勤続者表彰実施基準について

（通達）

標記について、別紙のとおり定められたので通達する。

なお 「予備自衛官永年勤続者表彰実施基準について（防人２第６８１６号。５、

９．９．１９ 」は、平成３年１１月３０日をもって廃止する。）

予備自衛官及び永年勤続者表彰実施基準について（防人２第６１６３号。３．１

０．２９）の一部が次のように改正され、令和元年５月３１日から実施することと

されたので、遺漏のないよう措置されたい。

添付書類：別紙



別 紙

予備自衛官及び即応予備自衛官の永年勤続者表彰実施基準

１ 趣旨

予備自衛官（自衛隊法第７０条第３項の規定により自衛官となっている者を含

む。以下同じ ）及び即応予備自衛官（同法第７５条の４第３項の規定により自。

衛官となっている者を含む。以下同じ ）に対する防衛大臣の行う永年勤続の表。

彰は、この基準により実施するものとする。

２ 被表彰者

⑴ 表彰は 次に掲げる条件に該当する予備自衛官及び即応予備自衛官 以下 予、 （ 「

備自衛官等」という ）に対して行う。。

ア 予備自衛官等として勤務した期間が３０年以上であること。

イ 招集時の勤務成績が良好であること。

ウ 表彰を受ける年度及びその直近の２箇年間を連続して訓練招集に出頭してい

ること。

⑵ ⑴アの期間は、予備自衛官等の採用された日の属する月から表彰されること

となる日の属する月までの月数によって計算する。ただし、正当の事由によら

ないで訓練招集に応じなかった場合においては、当該訓練招集時に応じなかっ

た日の属する月から再び訓練招集に応じた日の属する月の前月までの月数を前

項⑴の期間から除算して計算する。

⑶ 予備自衛官等が退職した日の属する月に再び予備自衛官等として採用された

場合には、引き続いて勤務したものとして取り扱うものとする。

⑷ 予備自衛官等を退職した後、退職した日の属する月の翌月以降再び予備自衛

官等に採用された者については、それぞれの期間に係る月数を合算する。

⑸ 表彰は、同一の予備自衛官等について１回限りとする。

⑹ 死亡により退職（以下「退職」という ）をした者については、⑴ア中「３。

０年」とあるのは「２５年」と読み替えて、この基準を適用する。

３ 表彰の時期

⑴ 第２項⑴の条件に該当する者の表彰は、訓練招集に出頭した際の当該訓練招

集期間の末日に行う。ただし、これにより難い場合は、それ以後の日に行うこ

とができる。

⑵ 第２項⑹の条件に該当する者の表彰は、退職の日付で行う。



４ 表彰の方法

⑴ 表彰は、予備自衛官として３０年以上勤務した者に対しては別記様式第１－

１による表彰状を、予備自衛官及び即応予備自衛官として３０年以上勤務した

者に対しては別記様式第１－２による表彰状を、即応予備自衛官として３０年

以上勤務した者に対しては別記様式第１－３による表彰状を授与して行う。

⑵ 前号の表彰状には、副賞として記念品を添える。

５ 表彰状等の授与

表彰状及び副賞（以下「表彰状等」という ）は、防衛大臣が授与するものの。

ほか、次の表の左欄に掲げる者（以下「伝達者」という ）が、それぞれ同表の。

右欄に掲げる者に対して伝達する。

被 表 彰 者伝 達 者

陸上自衛官の階級を指定されている
陸上幕僚長又はその指定する者

予備自衛官等

海上自衛官の階級を指定されている
海上幕僚長又はその指定する者

予備自衛官

航空自衛官の階級を指定されている
航空幕僚長又はその指定する者

予備自衛官

６ 表彰状等の伝達の報告

陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長（以下「幕僚長」という ）は、表彰。

状等の伝達を実施した場合（指定を受けた者が実施した場合を含む ）は、その。

伝達の時期が４月１日以降９月３０日までの間に属するものについては１０月末

日までに、１０月１日以降翌年３月３１日までの間に属するものについては４月

末日までに、それぞれ別記様式第２により防衛大臣に報告しなければならない。

７ 名簿の保管

伝達者は、表彰を受けた者の名簿を別記様式第３により保管しなければならな

い。

８ 表彰予定数の通知

幕僚長は、翌年度において表彰を受けることとなる者の予定数を、別記様式第

４により毎年１２月末日までに人事教育局長に通知するものとする。

９ その他



、 、⑴ 幕僚長は この基準により表彰することが適当でないと認められる場合には

その都度、人事教育局長と協議するものとする。

⑵ この基準の運用について必要な細部事項は、人事教育局長が定める。

⑶ この基準は、平成１０年３月２６日から施行する。



別記様式第１－１

別記様式第１－２
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別記様式１－３

別記様式第２
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令和 年 月 ～令和 年 月

予 備 自 衛 官 等 永 年 勤 続 者 表 彰 受 賞 者 人 員 表

注：１ 用紙は、Ａ列４判横長とする。

２ 受賞者が現に予備自衛官である場合にあっては、地方協力本部別単位とし、受賞者が現に即応予備自衛官である場合にあっては、当該

即応予備自衛官について自衛隊法第75条の３の規定に基づき指定されている部隊別単位とする。

区 分

地方協力本部
又は部隊名

勤務年数30年以上 死亡退職 合 計

幹 部 准 尉 曹 計 幹 部 准 尉 曹 計 幹 部 准 尉 曹 計



別記様式第３

別記様式第４

令和 年度予備自衛官等永年勤続者表彰受賞者名簿

注：１ 用紙は、Ａ４判横長とし、１葉に20名を記載する。

２ 受賞者が現に予備自衛官である場合にあっては、地方協力本部別単位とし、受賞者が現に即応予備自衛官である場合にあっては、当該

即応予備自衛官について自衛隊法第75条の３の規定に基づき指定されている部隊別単位とする。

３ 地方連絡部又は部隊名、指定階級、年齢、職業及び勤務年数は、表彰年月日現在のものを記載する。

４ 区分欄には、在職又は死亡の別を記載する。

番号
地方協力本部

又は部隊名
指定部隊 氏 名 年齢 職 業 区 分

採 用

年 月 日

表 彰

年 月 日
勤 務 年 数

令和 年度予備自衛官等永年勤続者表彰受賞資格者予定数

注：１ 用紙は、Ａ４判横長とする。

２ 受賞者が現に予備自衛官である場合にあっては、地方協力本部別単位とし、受賞者が現に即応予備自衛官である場合にあっては、当該

即応予備自衛官について自衛隊法第75条の３の規定に基づき指定されている部隊別単位とする。

区 分

地方協力本部
又は部隊名

勤務年数30年以上 退職（勤務年数25年以上） 合 計

幹 部 准 尉 曹 計 幹 部 准 尉 曹 計 幹 部 准 尉 曹 計

計


